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19.吉代鉄価と文

新井 宏
日本金属工業 (株 )顧問

本シリー ズでl■ )今 まで主として非鉄金属を通 して

歴史を観てきた 二れから{),最大の問題である 1弥生

時代・古墳時代の金属原料Jを めぐって,ま とめて数編

書くことにしているが,筆者はご承知のように鉄屋で

ある 鉄について書きたいのが |」 J々 だつたのに, それ

を後回しに t´ て来たのには理由がある.も ともと乏し

い古代√p金属闘諄 /1資キ1に あ つて,鉄の場合にはごく

断片自やな資料 L liな ((1そ れだけ1■ 視点を定め難 〈)

いわば井野で,み るキ擦金属 |■ つい
‐
1書 くことで,地な

らしを tン で■■の 1,あ 患

未だ機11熟 ヽたわけで1よ なt,が ,%′ な ′ヽヽよ今回から

は鉄に比菫を摯 tr r)雹史を観てゅきたい 例によつ

て鉄価評価お問題か 1)入 る

文献史稼の見方
それでは現在.古代の鉄価格について,一般的には

どのような認識が持たれているのであろうか.まずそ

の代表例 と tン て,次の文章を見ていただきたい

周防と尾張・駿河とを比較 しますと,… ・8世紀前期

には,中 国地方と比べて東 日本ではまだ,鉄は随分と

貴重品であつたとみてよいでしょう.恐 らく関東では ,

鉄の生産はあっても僅かで,甚だしく西高東低の製鉄

事情であったと思われます ・・・ (し かし延喜式の時代

すなわち9世紀半ばになると)8世紀の初めに,鉄価格が

西国の 3～ 4倍 もしていたという東国の特質は,こ こに

はもう影を薄めています

これは,福 田豊彦氏の「文献史学から見た古代の鉄J

『日本古代の鉄生産』1991年から引用したものであるが,

ほぼ同様な内容が,同氏の「文献史料より見た古代の

製鉄」『古代 日本の鉄 と社会』1981年 にも,次のように

記されている

中国地方の周防の価格は東海道の尾張・駿河に比較

して異常に安く,二〇分の一程度にすぎない.・ ・'東

国の尾張や駿河では鉄生産はまだほとんど行われてい

なかったとみてよかろう,

現存する文献史料か ら見た時に,古代の鉄価格ある

いは製鉄技術水準が,おおよそ どのように理解 されて

いるか,上述のことで知ることができよう

ところでこれらの内容は,福 田氏の独 自の見解 と言う

よりは,む しろその大部分が,原島ネL二氏の先行研究 ,

1968年の『 日本古代社会の基礎構造』と 1974年の「文

献にあらわれた鉄J『 日本古代文化の探究・鉄』によつ

ている この段階で,奈良時代の鉄価格を示す文献史

料,すなわち周防,尾張,駿河の三国の正税帳に示され

た6件の史料について検討が行われ,上記のような結論

に達していたのである

しかし,技術史的に見て,あ るいは考古学的に見て,

このような結論が妥当なものであろうか どう考えても,

同時代に 1桁 もの価格差が存在するはずがないというの

が,世界各国,各時代の金属価格をまとめて見ての素朴

な疑間である.

無視された村上氏の卓見
もちろん,筆者がこのような疑間を持つ前に,同 じ視

点から,鋭く切り込んだ方がいる.前にも紹介したこと

がある村上英之助氏である 氏は 2回にわたつて,こ

の問題を取り上げ (「 古代東アジアの各種金属比価につ

いて」『たたら研究』21,1977と 「八世紀における日本

の鉄価と各種金属比価 (再考)『たたら研究』30,1989」 ),

8世紀代の三国正税1長 6件の鉄価格史料は,いずれも

鉄そのものの価格を示すものではなく,加工賃であつた

り,鉄 としンての加工度の異なるものであったり,あ るい
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は計量系の違いがあって,そのまま採用すべきではな

く,『延喜式』の記載を中心に,古代の鉄価を論証すベ

きだとしている

結論的に言えば,細かい論証過程は別として,筆者も

大筋では,村上氏と全く同意見である.村上氏のこの

卓見のお蔭で,周防,尾張,駿河の三国正税帳の資料

から自由になり得たのは大きな成果であつた、しかし,

文献史学倶」が,村上氏の卓見を取 り入れていないのは,

上述のとお りである

さて,それではなぜ文献史学側が,村上氏のような

深い洞察に至らなかつたのであろうか、あるいは村上

氏の指摘を尊重しなかつたのであろうか、そこには境

界領域の研究の持つある種の難しさが端的に現われて

いるように思われる

すなわち,文献史学lllも 自然科学側も考古学側も,

相手側の専門分野における結論を,者5合 の良い時は無

批判に受け入れるが,具合が悪いと全く無視してしま

う傾向を持つている おそらくその原因は,お互いが

相手側の専門レベルにまで到達するには,あ まりにも道

のりがあり,自 己の専門分野を飛び出して相手の土俵

に上ることなど,いわば狂気の沙汰 と思っているから

に違いない.

しかし,問題中心のアプローチをする場合,文献史

学とか考古学とか自然科学などと,害 |り 切つて住み分け

ているわけにはゆかない このことは, 古代計量史と

いう,ま さに境界領域の研究をしてきた筆者にとつては,

日ごろ痛感 してきた点であるが,鉄 や銅などの歴史研

究の場合も例外ではない.       o

さて主題に戻ろう

時系列から見ると,原島ネL二氏の論考が著書として発

表されたのは,1968年であるが,一般的には1974年の

森浩一氏の編集になる『鉄』に概要が載せられてから,

よく知られるようになつた それを見て,村上氏が 8世

紀の鉄価史料の新解釈を提出したのが 19う7年であり,

それからすでに 20年以上 も経過 している 村上氏はさ

らに 1989年 にも論考を深めて,再考を発表しているが ,

文献史学側ではその成果を取り入れている様子がない

せっかくなので, この問題について,概要だけでも紹

介 し,村上氏の着眼や考察に,筆者の研究結果を付け

加えて,ま とめておきたい .

村上氏の史料の読み方

まず,問題の三国正税帳6点の史料と『延喜式』の関

連史料を示す.( )内 は,原文では分ち書きである.

(A)周 防FI正税帳 [天平十年 (738)『寧楽遺文』上巻,

p258,p260]

(1)釘 四十二隻 (各長五寸重五両)料鉄十三斤十四

両 (小所得十三斤一両所損十三両)価稲三束四把五分

(以一東買四斤 )

(2)鉄四百四十斤 (熟損二百廿斤斤別八両得二百廿

斤)価稲百三十二束 (以三東充十斤 )

(B)尾張国正税帳 [天平六年 (734)同止,p217]

鎧井廻等料鉄十七斤直稲百三束 (斤別六東 )

(C)駿河国正税帳 [天平十年 (738)同 上,p227]

(1)横刀七刃料鉄五十人斤三両 (刃 別八斤五両)直

稲二百六十一
本ル把 (一斤直四束五把 )

(2)鞘料鉄二斤十両 (口 別六両)直稲十一束人把 (一

斤直四東五把)

(3)鉄 六十七斤人両 (具別一斤十一両)直稲二百八

十八束一把 (一斤直四東五把)

(D)『延喜式』主計上,主税上禄物価法

鉄二廷 (三斤五両為廷) 畿内……鉄一廷五東

これらの結果を整理すると,次のとお りである.

周防国正税帳 (1)    鉄 1斤 025東

(2)   鉄 1斤 03東

尾張国正税帳      鉄 1斤 6束

駿河国正税帳 (1)(2)(3)鉄 1斤 45束

延喜式畿内       鉄 1斤 151東

なお,東は稲頴の単位で,米にして当時の 5升 (現代

の2升 ,3kg相 当)であり,斤は重量単位で,大称 (0 6kg

相当)と 小称 (0 2kg相 当)の 2種類がある.和銅 6年

(713)か らはすべて大称を用いることになっているが,

小称による表示も残つてお り,こ れが史料解釈におけ

る混乱の原因にもなつている

上記の整理結果を見ると,た しかに鉄価格が 1斤 025

束から 6束まで,大変なバラつき様であり,村上氏の

言うように「これ らの値が八世紀の鉄価の正確な反映

とはとうてい考えがたいJの である。そこで村上氏は

次のように考えた

まず (A)の (1)で あるが,村上氏はこれを釘の加

工賃と捉える それは平安時代の『東大寺修理所修理

記』に,五寸釘 1隻 当りの加工賃 (直米)が 5合 (01東 )

とあり,周防国の場合の008束に,ほぼ一致しているこ

とによつている.村上氏は, この他にも傍証をあげて

加工賃説を補強 してお られ るが,いずれにしてもこの

指摘は極めて大きな研究成果であつた その結果として,

古代鉄価格の問題の見通 しが急によくなるのである

したがつて同一史料に書かれた (A)の (2)が ,同様に

加工賃表示であつたことは,く どくど論証しなくても済
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むであろう 要はこれらの史料はすべて鉄価を表わすも

のではなく,単に加工賃を示 しているに過ぎないという

のである

次に,(B)(C)に ついてであるが,村上氏は初考で

は, この 「料鉄Jを単純に素材鉄 とみるのではなく,

線材や刀の半製品と見て,割高なのは当然であると解

釈 していた しか し再考では, これを小称の表現では

ないかと自問するようになる (小称なら価格が 3倍に

なつて しまうので,何かの勘違いと思われる),そ し

て,自 問した小称説を再び否定して,その流れの中で ,

東にも大小があり,小東で量つたので,割高になって

いるのだとの結論に至る.

筆者の意見は,村上氏が初考で示 した高級半製品説

をむしろ評価 し,再考における小束説には,計量史研

究者 としては同意できない.しかし,本稿で計量史を

論じているわけではないので先に進みたい

正税帳では鉄は支給品
それではなぜ筆者が,村上氏の初考を評価するのか

`

それは,尾張国と駿河国の正税帳の記述が,周防国正

税帳と全く同じ表現形式によつているからある.も し

周防国正税帳の場合を加工賃とするならば,尾張や駿

河の場合もこれを加工賃としなければ,論理的な統一

を欠き,ダブルスタンダー ドになつてしまう.したが

つて,こ れ らも加工賃表示の可能性が高いのである
`

もつとも,村上氏の場合は,加工費そのものの評価で

はないが,着想的には,素材費+加工賃であり,こ の

場合,加工賃に近いのである.

0考えてみれば,鉄は調 として国に収められるもので

ある。それ自体が,租穀と同じく税収 として入つてく

るものであるから,鎧,横刀,鞘などを作らせる時に,

発注者側が倉庫から現物支給する方が自然である.束

の単位で示されるカロエ賃は,労務費や消耗品などの購

入に際 して,国庫から支給する分を示 したもので,鉄

の場合は改めて購買する必要がなかつたはずなのであ

る.

それでは,こ の筆者の推理にどれほどの蓋然性があ

るか,駿河国の横刀を例として検証 してみよう

『延喜式』主税上では 「太刀一口 (長二尺四寸)鉄

十斤五両鞘料鉄一斤」とあり,鉄の使用量としては ,

横刀の 8斤 5両と略々一致 している。また同じく『延

喜式』兵庫寮には烏装横刀一日の製作に単功 21日
,

そのうち鉄工が関与するのが 11日 とある,あ とは単

功の価格が判れば加工賃が分るが,残念ながら同時代

の鍛冶の人件費に関しての資料は見当たらない。そこ

で時代は下るが,康平元年 (1058)の『東大寺修理所

修理記』をみると,釘の鍛冶の人件費が,1人 8升 (1.6

東)と 1人 5斗 (10東 )の 2つの基準で見積もられて

いる 一般の木工が 1日 1斗となっているのに比較す

ると, 1人 5斗の基準は,設備から消耗品まで自前と

なつている価格体系の場合 と思われる したがつて,

この数値を直接,横刀作成の工賃とするわけにもゆか

ない.太刀の場合は,釘に比べて,人件費に対する木

炭費比率も低いことが想定されるので,太刀の鍛冶賃

は一人 2斗 (4束)程度 と見るのが妥当と考えられよ

う.その数値をもとに計算すると,H日 で 44東 ,す

なわち斤当り 5.3東 となり,(B)の (1)の横刀の直

稲,斤当り4.5束に近い .

また (B)の (3)は ,具の単位を採つていることか

ら,箭の製作に関連するものと思われる.すなわち箭

では 1具 50隻であるが,『延喜式』によれば,1具の

鏃つくりに 2日 かかると言 う。前述の基準で計算する

と 2日 で 8束 ,すなわち 47東/斤となり, これも斤

当り45東に近く,加工賃として考えても矛盾がない

かくして,周防,尾張,駿河の国正税帳の記事のすベ

てが,全 く同一基準により,加工賃表示と理解できる

ようになった.鉄は官からの支給品であつたのである

考えてみれば当然である.市場経済が未発達であつ

た奈良時代, しかも地方国術にあつて,鉄を直米で購

入することなど現実的ではない.こ のように理解する

だけでも,古代の世界を異なった視点から観ることが

できる.なお,加工賃を素材重量当りで規定 している

例は,釘の製造の場合にその例をみる.釘にも尺釘以

上から3寸釘以下まで,加工度の異なる寸度があるが
,

加工賃は素材重量当りで支払われているのである.こ

の件は次回鉄釘について論ずる時にも触れたいと思 う.

東西格差はなかつた
さて, ここまで多少ムキになって,文献史学側の見

解に異議を申し立てて来たのは,その史観に宿ってい

る (か もしれない)東 日本文化の後進性意識に問題を感

じているからである.も ちろん古代製鉄に関しては ,

文献上,調 として鉄を出す,出雲 。伯者・美作・備中・

備後・筑前や,畿内の製鉄を担ったと思われる近江と

播磨など,圧倒的に畿内と西 日本に多い.文献上で東

日本が出てくるのは,常陸で国司が砂鉄をとり剣を造

つたとい う記事くらいである。しかし, これが考古学

的に見ても同様かと言 うと,そんなことはない.奈 良
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時代の製鉄遺跡の分布を見る限

り,東 日本が劣勢だとい う兆候

は認められないのである.文武  図¬0

天皇 4年 (700)6月 ,東北に鉄冶   鉄 :

を置 くことを禁ず る令が出され  
原島ネL二

ているが,こ れは東北で製鉄が

未だ盛んでなかつた証左ではな

延喜式の禄物価法による

1挺 あたりの東価
「文献にあらわれた鉄」『鉄』

く,事実は逆に捉えるべきである

その意味で,ぜひ触れておき

たいのが,原島礼二氏が作つた
。′

「鉄1廷 あたりの東価稲穀地図J

(前出「文献にあらわれた鉄」)

である。図 10に 示す.こ れは

『延喜式』の禄物価法にある各

種の調庸品の租米 との価値換算表を,そ のまま地図上

に示 したものであるが,出雲・石見 。安芸や畿内が 1

廷当り4～5東 と害1安 なのに対 して,関東などでは7東

と害1高で,陸奥や出羽に至っては,14束 と3倍にも達

している状況を明示 している.

これを見ると,『延喜式』の時代になっても,未だ製

鉄面で東日本が大きく遅れていると受け取られるのも

無理がない.事実そのように主張されたり,解説されて

いるのである.し かし,周 防,尾張,駿河の三国正税

帳の資料が加工賃の表示であり,鉄価を示すものでな

く,鉄価の東西格差を示すものではないことが分かった

現在,延喜式の米価地図も再検討されるべきである

その意味では, この禄物価法とはどういう性格のも

ので,誰を対象に書かれたものかに, もっと注意を払

ってほしいのである.こ んなことは,文献史側では熟
e

知のことと思われるが,管見にして納得ゆく解説に出

会つたことがない.そのため,筆者の意見を述べる

律令社会において,税制が租・庸・調の 3種に分かれ

ていたことは,よ くご存知であろう 租 とは,土地に

賦課された稲頴すなわち束で納める税であり,庸 とは ,

もともとは成人に課せられる京における力役を意味し

ていたものであるが,後に布 (庸布)や綿 (庸綿)で代

納するようになったものである 問題の鉄は,そ の庸

として徴収されている.

このことは,税を納める場所にかかわる.すなわち,

租穀はその地方の郡行の正倉に納めるのを原則にする

のに対 して,庸布などの庸は,京まで届けることが原

則である.したがつて,租である米価 (束)と 庸である

鉄価を比較する場合に,誰がどこで比較 しているかの

視点が重要になる.都からみれば,関東の租米は,1駄

(60 kg程度,米 20東に相当)につき100東もの陸送運賃

を支払わねばならないのであるから,かなり割引かれ

て評価されても止むを得ない.も ちろん実際面で,関

東から米が運ばれることなど当時はなかった。

さてそれでは都において,租穀がどのように評価され

ていたかの事例を,寛平年間 (889～ 898)の『東大寺

諸国封物来
岬

に見てみよう.表 18に整理して示す.

当:1観 it景 峰動 ′内鷲 ,の!]〔HFi;
同一価であるiもちろん運送費の嵩まぬ近国では物納 ,

比較的に遠い国からは銭納で,経済原則が成 り立って

いる。また庸の基になつている仕丁の場合も,各国とも

1人 2304文で,原貝Jどおりである.

一方,租穀の場合を見てみると,そ の評価は,下野国

の1斗当り3文 (米換算6文)か ら近江国の 25文 (米換

算50文 )ま で,極端な差がある 近江では現物納入の

表18 東大寺諸国封物頼納帳 (寛平年間)

来納国 仕 丁 庸 米 租穀

文/人 文/斗 文/斗

伊 智 （
υ

Ｏ
ι 現納

近 江 2304 現 納

墓 ,竃 2304 現 納 10

馬突 )可 2304 4

ηマ 里予 2304 3

若 狭 2304 50 10

走戊 中 2304 5

越 後 2304 6

丹 後 2304

緊 磨
ハ
υ

う
乙 50

阿 波 2304 50

讃 岐 2304 50

土 左 2304 7

′
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表 19 延喜式禄物価法の絹価 と鉄価および絹鉄比価

国 不月

東 /疋
調獅

東/端
恢

東 /廷
諺夫/糸月
疋/廷

国 不月

束 /疋

調布

東/端
鉄

東/廷
鉄/絹
疋/廷

国 ホロ

東 /疋
調狛

東 /端
琢

東 /廷
諺々/イ昌
疋/廷

畿 内 15

30

30

5

7

7

167

117

117

信濃

上野

下野

90

90

90

30

30

30

6

7

5

0 067

0 078

0.056

備前

備後

周防

55

55

55

30

30

30

６

一
６

一
６

0

0賀
彗

伊
存

志摩 7 0.117 陸奥 0 088 ずミFヨ 6 0

本ロカ莫

尾張

60

80

80

0.117

0.088

0.088

J日 ]]

若狭

越前

150

80

80

50

30

30

14

6

6

0,093

0.075

0 075

淡路

但馬

備中

55

55

55

０

　

０

　

０

6

5

5

0.109

0.091

0.091参河

遠 江 7 0.088 加 賀 6 0 075 出雲 0.073

河
一豆

駿

伊

８ 〇

一
６ 〇

一
８０

5

5

7

7

０６

一
〇 ８

Ｑ

．
０
．

育旨I蚤

越中

越後

５

一

0 075

0.107

石見

隠岐

55

55

30

30

30

・一一一一一一一一一一一）・　　　　一　　　　　　　　　^（一一一一一一一一一一一・　　　一　　　　　　　　　・（一一一一一一一一一一一ヽ

073

073

073甲斐 0.088 0.086 安芸

武 蔵 0.088 佐 渡 6 0.086 糸己イテ 8 0 カ
サ

上 総 7 0.088 丹 波 55 0 F可波 6 0

安房
０

・

80

7

7

7

0.088

0.088

0.088

丹後 55

55

55

０

一
〇

〇

３

一
３

一
３

0

0

0

０ ９

一
〇 ９

・
０ ９

讃岐 6

5

10

0.109

0.091

0.182

下総

常陸

因幡

伯キ

伊予

土佐

近 江 60 30 5 0 083 播 磨 6 0 09 太宰 40 7 0.088

美濃 30 5 0 083 美 作 6 0 09

庸米と価格が変わらないのに, 下野では約 10分の 1で

ある 概観 して見ても,遠国の租穀ほ ど銭価が低いの

が一目瞭然であろ う

このような事実li,禄物価注にも豊繁影響 され るはず

である なんとな1・tir, この換算表 :ま ,平安京 Cレ 貴焼

階級や官吏を対象とi′ ているtン の
~■

ある.そ の証拠に ,

五位よりも上級の貴族が,禄を給 うに際 l´ て,も し駿

河や信濃や能登や伯者よりも遠国の場合は,国が運賃

を負担することを明示 している.

禄物価法に示され,た鉄価すなわち原島氏の「鉄価地
O
図」が,東で表示されていることに注意すれば,それは

相対的な表示であり,鉄が高いのか租穀が安いのか区

分し得ないことに気づくはずである.

念のため,禄物価法に示 された絹の価格や調布の価

格と鉄の価格を諸国別に比較 して表 19に示す .

図10のように,租米価 と比較するのでなく,絹価 と

比較するのであれば,陸奥 。出羽の鉄価も特に害1高 と

いうわけではないことが,よ く分かるであろう.

もつとも,このような議論に対して,陸奥や出羽では ,

鉄と同じく絹も高価であつたとの反論があるかも知れ

ない.しかし,延喜式よりやや時代は下るが,平安中

期には,出羽国の絹は極めて良質で,そ のため他国産

の絹まで出羽錦と偽称されたことがあるほどで,陸奥・

出羽あわせて800疋を交易年料として進上していた事実

がある 出羽 。陸奥の絹が異様に高価であったはずが

ない。そのことからも筆者の主張に理があるであろう.

このように考えると,原島氏の「鉄価地図」がZ、ず し

も,東北や遠国で鉄生産が低調であつた証拠 とはなり

得ないことに,同意していただけるであろう.

古機の鉄価推移
以上0よ うに,奈良時代の唯一の鉄価史料と考えら

れていた三国正税帳の記載が, じつは加工賃の記載に

過ぎなかったことが判明したことで,奈良時代の鉄価

を直接的に求めることができなくなつてしまつた。その

結果,村上氏が『延喜式』の記述を基準にして,奈良

時代の鍬価史料を援用して求めた方法が,現在のとこ

ろ最も信頼できるということになる.すなわち,天平宝

字4年 (760)の「造法華寺金堂所解」に鍬 1口 45文 とあ

ることから,鉄価を 32文/斤 (106文/廷)と 求めた

値である これは当時の米価を500文/石 (25文 /束 )

とすれば,4.25東 /廷 (鉄 。米比価=64)で あり,『延

喜式』禄物価法の 5東/廷 とほぼ一致している.

なお,平安時代以降の米価の推移については,『延

喜式』のような公定価格の他に,『平安遺文』にも散見

される.福 田豊彦氏が「文献史料より見た古代の製鉄」

『古代日本の鉄と社会』に,一覧表として示している

が,東大寺封物の場合,1046～ H18年の例では,米 1

石が鉄 5挺で,鉄 。米比価にして 6で ある。また,『東

大寺修理所修理記』の康平元年 (1058)の鉄釘素材価

格は,廷あたり30升で,鉄 。米比価にして9である

その他,平安時代後期の例では,久寿二年 (1155)の
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「石山寺丈六仏支度」『平安遺文』補 81号に鉄 1挺代

2疋の史料がある 仁平 2年 (1152)に は,米 1石は 10

疋であつた (鳥羽法皇 50歳 宝算)ので,こ こでも米 1石

で鉄 5挺である すなわち,鉄 。米比価は 6である
`

鎌倉時代になると,史料が極度に少なくなる.その中

では,唯一とも言 うべき史料が「筑後鷹尾社宝殿上葺

用途 日記J『鎌倉遺文』9024号である 弘長三年 (1263)

の本史料には「鉄五束 (但十二貫用途五石)但釘料」の

記事がある.これは,鉄五束の重量が十二貫で,その

代金が五石と理解できるので,鉄・米比価は6.67と なる.

鎌倉時代の鉄価について, もうひとつの史料は弘安

八年 (1285)の「筑後瀬高下荘鎮守宝殿修理用途注進状J

『鎌倉遺文』15494号で,そ こには「鉄一東代入百文J

とある.こ こに用いられた束の重量がわからないが
,

もし弘長三年の「筑後鷹尾社」の場合 と同一なら,25

貫である.こ の推定が正しければ, この頃米 1石銭 1

貫であるから,鉄 。米比価は 512と 計算される。なお ,

正応二年 (1289)の 「東大寺修理新造等注文案J『鎌倉

遺文』16858号に「鉄二十七東百十九丁」の記載がある

鉄 37束が 129丁 (挺)の重量と読むならば,東は7キ ロ

グラムすなわち約 2貫である.上述の推定を裏づける

ものと言えよう.

以上のように,これ らの資料で見るかぎり,平安時

代から鎌倉時代にかけての鉄 。米比価は,ほぼ 6～ 9と

考えて大過なく,奈良時代からあまり変化がなかつたこ

とを知ることができる.

″ 多 まター派″キう(24)

万 歩 計 嚇 )

竹内 紫錆

□ 高速道路見上げ見下ろす万歩かな

都会に住むと,車両の高速化とか流れの改善の工事ばか り

目に映る 万歩族から見ると,高速道路のうねりの隙間を通つ

て歩く,窮屈な日本になつてしまつた

高尾山のようなハイキングコースでさえ,高速道路が視野

から消えないのである.

□ 1年のグラフが書けた万歩計

本来の目的である保健のための 1万歩を続けている間に粗

い記録が取れる なにも1万歩 と限つた運動でなく,雨天に

休み,ハイキングの調子で2～ 3万歩あるくのも結ねで,総

計値 。平均値は残せる.時間から距離を概算 してもいい

どうしても春と秋の気分のよい日に歩数の合計イ直が増える

最初の 1年は,夏冬の歩行値がごく少なくて,保健上は四季

を通じて均すことが必要だと思った。

2,3年たつと暖冬の気温変化に合わせて歩くことに精を出す

ようになる.夏は夏で,机上作業にかまけて冷房に浸る結果

になるから,こ こでも決意をもつて動かねばならない.温暖化

で年々真夏日が増えるようだから,夏 は早朝のわずかな温度

低下にも注目し,川 ぞいの遊歩道に足を向ける習慣をつけた

□ 夏は夜明け冬は日和を万歩計

まじめに運動を続けていたら,関東南部の地理に明るくな

り,体重もほぼ一定値を続けて 7～ 8年がたつた.い ろいろ

の人に会い,話をしながら歩き,それが記憶を助け,句作に

も役だつた

自分の写真をだれかに撮つてもらうのも大事である

□ 万歩計 道を教える英語なら

近年は外人も増えた し,道 を聞かれることがある その程

度の英語は忘れていない。

ロ ゲートボールの音にも呼ばれ万歩計

歩く人にとつて音響も気分転換によい たいていの音源は

聞き分けられる 鳥の声が分かれば楽しいだろう 選挙カー

の声は山道でもよく響くものである
`

ロ イヤホンを外さず詣る万歩計

神社仏閣が目に付けば立ち寄つて拝むのが普通である.た

またま耳はラジオを聴取中という場合もあり,本式の参拝の動

作を略すこともある

□ 石段の分も加味する万歩計

坂や石段を登るのはいい運動だが,こ の時はきつい害1り に

は値が小さいていちいち係数を掛けるのも面倒だし,月 々の

総計値のうち登坂のエネルギーも何害1かあると承知していれ

ば,そのままでいい むしろケガに注意である

ロ ベイブリッジの弧をたどりたい万歩計

横浜に大きな斜張橋が架けられた.遠 くからよく見えるし,

橋からの眺めもよさそうだ 歩いて渡 りたいと思つたが,他

県人には交通の要領が不明だつた そこで団体旅行に加わり,

まず船で橋下を通つた 壮観であつた

次に,橋から展望する機会を得た 市営バスで橋の北詰の

バス停に赴き,ス カイウォーク (空中散歩)と 呼ぶ,橋の車道

の真下に設置された歩廊までエレベーターで昇る

ここか ら東側・西側の 2本の遊歩道が始まり,その長さは

360mあ る 橋の中ほどにあるスカイラウンジで休憩して戻

るようになつている 港内の眺めはよく,天気しだいだが富士

山が見える.

その後,東京レインボーブリッジが完成し,こ こでも歩き,

さらに関西には明石大橋も完成して訪問する機会はあつたが
,

万歩の話からは逸れていきそうだ

最近は,橋形よりも高層が注目され,横浜のランドマーク

タワーの 69階 にある展望フロア (ス カイガーデン)が 有名に

なつた エ レベーターは40秒 で 273メ ー トルまで上がる

(1000円 要)

万歩計がほとんど動かない場所で本稿は終わりである
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